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「日本人の食事摂取基準（２００５年版）」の策定に伴う「保健機能食品制度

の創設等に伴う取扱い及び改正等について」等の改正について 

 

 

「日本人の食事摂取基準（２００５年版）」の策定に伴う食品衛生法施行規則

の一部改正等については、「「日本人の食事摂取基準（２００５年版）」の策定に

伴う食品衛生法施行規則の一部改正等について」（平成１７年７月１日付け食安

発第０７０１００６号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知）により通知し

たところであるが、今般、「保健機能食品制度の創設等に伴う取扱い及び改正等

について」（平成１３年３月２７日付け食新発第１７号厚生労働省医薬局食品保

健部企画課新開発食品保健対策室長通知。以下「平成１３年通知」という。）等

についても下記のように所要の改正をすることとしたので、貴管下関係者に対

する周知徹底をはじめ、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。 

なお、別添１及び別添２のとおり改正後の平成１３年通知等の関係部分（下

線部は変更部分）を添付するので、業務の実施に際し参考にされたい。 

 

 

 

 

 

 



 

 

記 

 

 

第１ 平成１３年通知の「第１ 栄養機能食品の取扱いについて」の一部を次の

ように改正する。 

２の表を次のように改める。  

     （ミネラル類）                                                             

 亜鉛 カルシウム 鉄 銅 マグネシウム

上限値 15mg 600mg 10mg ６mg 300mg 

下限値 2.10mg 210mg 2.25mg 0.18mg 75mg 

     （ビタミン類）                                                             

  ナイアシン  パントテン酸    ビオチン ビタミンＡ 注）

上限値 60mg 30mg 500μg 600μg 

(2,000IU) 

下限値 3.3mg 1.65mg 14μg 135μg 

( 450IU) 

 注）ビタミンＡの前駆体であるβ－カロテンについては、ビタミンＡ源の

栄養機能食品として認めるが、その場合の上限値は 7,200μg、下限値は 1,620

μg とする。   

 
 ビタミンＢ１ ビタミンＢ２ ビタミンＢ６ ビタミンＢ１２

上限値 25mg 12mg 10mg 60μg 

下限値 0.30mg 0.33mg 0.30mg 0.60μg 

 
 ビタミンＣ ビタミンＤ ビタミンＥ 葉 酸 

上限値 1,000mg 5.0μg 

(200IU) 

150mg 

 

200μg 

下限値 24mg 1.50μg 

(60IU) 

2.4mg 60μg 

  

３④中「栄養所要量」を「栄養素等表示基準値」に改める。 

 

３⑤を次のように改める。 

⑤  一日当たりの摂取目安量に含まれる機能表示成分の量が栄養素等表示基

準値に占める割合 

   一日当たりの摂取目安量に含まれる機能表示成分の量が、「「日本人の食



 

 

事摂取基準（２００５年版）」の策定に伴う食品衛生法施行規則の一部改正等

について」（平成１７年７月１日付け食安発第０７０１００６号厚生労働省医

薬食品局食品安全部長通知）第１において示す栄養素等表示基準値に占める割

合を、百分率又は割合で表示すること。 

  なお、商品の摂取対象が限定されている場合等には、「日本人の食事摂取基

準（２００５年版）」の対応する対象年齢の数値を用いても構わないこと。そ

の際には、「日本人の食事摂取基準（２００５年版）」のどの対象年齢と比較

したのか明確に理解できるよう記載すること。 

 

第２ 「栄養表示基準等の取扱いについて」（平成８年５月２３日付け衛新第４

６号厚生省生活衛生局食品保健課新開発食品保健対策室長通知）の一部を次の

ように改正する。 

２（１）②オを次のように改める。 

オ 一日当たりの摂取目安量に含まれる機能の表示を行う栄養成分の量の栄養

素等表示基準値（「「日本人の食事摂取基準（２００５年版）」の策定に伴

う食品衛生法施行規則の一部改正等について」（平成１７年７月１日付け食

安発第０７０１００６号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知）第１にお

いて示されている栄養素等表示基準値）に占める割合 

 

  ８（３）及び（４）を８（５）及び（６）とし、８（２）の次に次のように

加える。 

 

（３）平成１７年７月１日から適用される栄養表示基準の改正に関する経過措置

は、当該改正前の栄養表示基準に従って表示をする食品で、平成１８年１２

月３１日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示について適

用されるものであること。（栄養表示基準の一部を改正する件（平成１７年

厚生労働省告示第３１０号）制定文） 

 

   

（４）都道府県等は、平成１８年１２月３１日までの経過措置期間においては、

関係業者に対し、制度の円滑な実施のため、改正内容の周知徹底に一層努め

られたいこと。 

また、指導に当たっては、平成１８年１２月３１日までの間は、経過措置

期間中であるので、改正前に商品の企画、開発がなされたものについて、十

分配慮すること。 

なお、平成１８年１２月３１日までの経過措置期間中に製造等された食品



 

 

が、経過措置期間終了後である平成１９年１月１日以降市場に滞流していても、

栄養表示基準違反となるものではないこと。 

 

 

 

別紙１を次のように改める。 

補給ができる旨の表示について遵守すべき基準値一覧 

［第１欄］ 

高い旨の表示をする場合は、

次のいずれかの基準値以上で

あること 

 

［第２欄］ 

含む旨又は強化された旨の表

示をする場合は、次のいずれ

かの基準値以上であること 

栄養成分 

食品 100ｇ当たり 

（ ）内は、一般

に飲用に供する液

状の食品 100ml 当

たりの場合 

100kcal

当たり 

食品 100ｇ当たり 

（ ）内は、一般

に飲用に供する液

状の食品 100ml 当

たりの場合 

100kcal

当たり 

たんぱく質 

食物繊維 

亜鉛 

カルシウム 

鉄 

銅 

マグネシウム

ナイアシン 

パントテン酸

ビオチン 

ビタミンＡ 

ビタミンＢ１ 

ビタミンＢ２ 

ビタミンＢ６ 

ビタミンＢ12 

ビタミンＣ 

ビタミンＤ 

ビタミンＥ 

葉 酸 

15ｇ（7.5ｇ） 

６ｇ（３ｇ） 

2.10mg（1.05mg）

210mg（105mg） 

2.25mg（1.13mg）

0.18mg（0.09mg）

75mg（38mg） 

3.3mg（1.7mg） 

1.65mg（0.83mg）

14μg（6.8μg）

135μg（68μg）

0.30mg（0.15mg）

0.33mg（0.17mg）

0.30mg（0.15mg）

0.60μg (0.30μg）

24mg（12mg） 

1.50μg（0.75μg）

2.4mg（1.2mg） 

60μg（30μg） 

7.5ｇ 

３ｇ 

0.70mg 

70mg 

0.75mg 

0.06mg 

25mg 

1.1mg 

0.55mg 

4.5μg 

45μg 

0.10mg 

0.11mg 

0.10mg 

0.20μg 

8mg 

0.50μg 
0.8mg 

20μg 

7.5ｇ（3.8ｇ） 

３ｇ（1.5g） 

1.05mg（0.53mg） 

105mg（53mg） 

1.13mg（0.56mg） 

0.09mg（0.05mg） 

38mg（19mg） 

1.7mg（0.8mg） 

0.83mg（0.41mg） 

6.8μg（3.4μg） 

68μg（34μg） 

0.15mg（0.08mg） 

0.17mg（0.08mg） 

0.15mg（0.08mg） 

0.30μg（0.15μg） 

12mg（６mg） 

0.75μg（0.38μg） 

1.2mg（0.6mg） 

30μg（15μg） 

3.8ｇ 

1.5ｇ 

0.35mg 

35mg 

0.38mg 

0.03mg 

13mg 

0.6mg 

0.28mg 

2.3μg 

23μg 

0.05mg 

0.06mg 

0.05mg 

0.10μg 
４mg 

0.25μg 
0.4mg 

10μg 



 

 

 

  別紙２の表中「糖質」を「糖類」に改める。 
 
  



 

 

（別添１） 

 栄養機能食品に係る規格基準及び表示基準等の詳細及び留意点は次のとおり

である。 

１ 定義及び適用範囲について 

① 栄養機能食品とは食品衛生法施行規則（昭和２３年厚生省令第２３号。

以下「省令」という。）第２１条第１項第１号シ及び栄養表示基準（平成１

５年厚生労働省告示第１７６号）第２条第２項に規定する食品であり、機能

に関する表示を行うことができる栄養成分（以下「機能表示成分」という。）

は、規格基準及び表示基準が設定されたミネラル５種類とビタミン１２種類

であること（栄養機能食品表示基準第１条及び第２条並びに栄養表示基準第

２条及び第３条関係）。   

② ①の機能表示成分を含まない食品や、①の機能表示成分を含む食品であ

っても規格基準に適合しないものにあっては、栄養機能食品と紛らわしい名

称や栄養成分の機能の表示をしてはならないこと（省令第２１条第１項第４

号関係）。 

  紛らわしい名称として、例えば「○○機能食品」「機能○○食品」「栄養

機能○○食品」といった、「機能」の記載が含まれる名称があるが、これら

は使用できないこと。 

③ 生鮮食品（鶏卵を除く。）については、栄養機能食品の適用対象外であり、

栄養成分の機能の表示はできないこと（省令第２１条第１項第１号シ関係）。 

 

２ 栄養機能食品の規格基準について 

一日当たりの摂取目安量に含まれる機能表示成分量が次に示す上限値及び下

限値を満たすものでなければ栄養機能食品と称すること及び栄養成分の機能の

表示はできないこと（栄養機能食品表示基準第１条及び第２条並びに栄養表示

基準第３条第１項第７号及び第８号関係）。 

     （ミネラル類）                                                             

 亜鉛 カルシウム 鉄 銅 マグネシウム

上限値 15mg 600mg 10mg ６mg 300mg 

下限値 2.10mg 210mg 2.25mg 0.18mg 75mg 

     （ビタミン類）                                                             

  ナイアシン  パントテン酸    ビオチン ビタミンＡ 注）

上限値 60mg 30mg 500μg 600μg 

(2,000IU) 

下限値 3.3mg 1.65mg 14μg 135μg 

( 450IU) 



 

 

 注）ビタミンＡの前駆体であるβ－カロテンについては、ビタミンＡ源の栄

養機能食品として認めるが、その場合の上限値は 7,200μg、下限値は 1,620μg

とする。   

 
 ビタミンＢ１ ビタミンＢ２ ビタミンＢ６ ビタミンＢ１２ 

上限値 25mg 12mg 10mg 60μg 

下限値 0.30mg 0.33mg 0.30mg 0.60μg 

 
 ビタミンＣ ビタミンＤ ビタミンＥ 葉 酸 

上限値 1,000mg 5.0μg 

(200IU) 

150mg 

 

200μg 

下限値 24mg 1.50μg 

(60IU) 

2.4mg 60μg 

 

３ 表示事項及び方法について 

栄養機能食品の表示事項については、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３

号）等に規定するものの他、次に掲げる事項に留意して表示を行うこと（省令

第２１条第１項シからヒまで及び同条第１９項並びに栄養機能食品表示基準及

び栄養表示基準第２条第２項及び第３条第１項第７号から第９号関係）。 

表示事項は、原則として８ポイント以上の活字をもって記載すること。ただ

し、容器包装又は包装の表示面積が１５０ｃ㎡以下の場合にあっては、５．５

ポイント以上の活字で記載すること。なお、表示面積が小さい場合であっても、

表示事項を省略することはできないものであること。 

① 栄養機能食品である旨及び栄養成分の名称 

 当該表示が、消費者に一目でわかるような場所に「栄養機能食品（ビタミ

ンＡ）」等、栄養機能食品である旨の表示に続けてかっこ書きで機能を表示す

る栄養成分の名称を表示すること。 

なお、複数の栄養成分について機能の表示をする場合は、「栄養機能食品（ビ

タミンＣ・ビタミンＥ）」等と表示すること。４つ以上の栄養成分について機

能の表示をする場合は、そのうち任意の３つを表示すれば足りる。 

② 栄養成分の表示 

 栄養表示基準に沿ったものであること。すなわち、熱量、たんぱく質、脂

質、炭水化物、ナトリウム及び機能表示成分の順に表示すること。 

 なお、栄養機能食品における栄養成分表示を一定値で記載した場合には、

栄養成分表示に対する分析値は次に示す誤差の許容範囲内であること。また、

下限値及び上限値を用いて記載した場合には、分析値がその範囲内でなけれ



 

 

ばならないこと。 

ア 熱量、たんぱく質、脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、炭水化物（又

は糖質）、糖類、食物繊維及びナトリウム：－２０％～＋２０％ 

イ 亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、ビタミンＡ、ビタミン D

及びビタミンＥ：－２０％～＋５０％ 

ウ ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンＢ１、ビタミンＢ２、

ビタミンＢ６、ビタミンＢ１２、ビタミン C 及び葉酸：－２０％～＋８０％ 

③ 栄養機能表示及び摂取する上での注意事項 

２の規格基準を満たす栄養成分について、機能の表示を行う場合には、あ

わせてそれぞれ次に示す注意喚起表示を記載しなければならないこと。また、

表示内容の主旨が同じものであっても、告示で定める表示内容以外の記載は

認められないこと。 

 なお、栄養成分によっては、表示事項が同一の場合があるが、その際には、

栄養成分の表示事項を次のようにまとめて記載することを認めるものである

こと。 

（例）ナイアシン、ビオチン及びビタミンＢ２は、皮膚や粘膜の健康維持

を助ける栄養素です。 

 なお、栄養機能食品であっても、定められた栄養機能表示以外で、疾病名

の表示その他医薬品と誤認されるおそれのある表示をした場合には薬事法違

反となるのでその取扱いには十分気をつけること。 

（ミネラル類）   

名称 栄養機能表示 注意喚起表示 

亜鉛 亜鉛は、味覚を正常に保つ

のに必要な栄養素です。 

亜鉛は、皮膚や粘膜の健康

維持を助ける栄養素です。

亜鉛は、たんぱく質・核酸

の代謝に関与して、健康の

維持に役立つ栄養素です。

 

本品は、多量摂取により疾

病が治癒したり、より健康

が 増 進 す る も の で は あ り

ま せ ん 。 亜 鉛 の 摂 り す ぎ

は、銅の吸収を阻害するお

それがありますので、過剰

摂 取 に な ら な い よ う 注 意

してください。一日の摂取

目安量を守ってください。

乳幼児・小児は本品の摂取

を避けてください。 

カルシウム カルシウムは、骨や歯の形成に

必要な栄養素です。 

本品は、多量摂取により疾

病が治癒したり、より健康

が 増 進 す る も の で は あ り



 

 

ません。一日の摂取目安量

を守ってください。 

鉄 鉄は、赤血球を作るのに必

要な栄養素です。 

 

本品は、多量摂取により疾

病が治癒したり、より健康

が 増 進 す る も の で は あ り

ません。一日の摂取目安量

を守ってください。 

銅 銅は、赤血球の形成を助け

る栄養素です。 

銅は、多くの体内酵素の正

常 な 働 き と 骨 の 形 成 を 助

ける栄養素です。 

本品は、多量摂取により疾

病が治癒したり、より健康

が 増 進 す る も の で は あ り

ません。一日の摂取目安量

を 守 っ て く だ さ い 。 乳 幼

児・小児は本品の摂取を避

けてください。 

マグネシウム マグネシウムは、骨や歯の

形成に必要な栄養素です。

マグネシウムは、多くの体

内 酵 素 の 正 常 な 働 き と エ

ネ ル ギ ー 産 生 を 助 け る と

ともに、血液循環を正常に

保 つ の に 必 要 な 栄 養 素 で

す。 

本品は、多量摂取により疾

病が治癒したり、より健康

が 増 進 す る も の で は あ り

ません。多量に摂取すると

軟 便 (下 痢 )に な る こ と が

あります。一日の摂取目安

量を守ってください。乳幼

児・小児は本品の摂取を避

けてください。 

     （ビタミン類）       

名称 栄養機能表示 注意喚起表示 

ナイアシン ナイアシンは、皮膚や粘膜の健

康維持を助ける栄養素です。 

本品は、多量摂取により疾病が

治癒したり、より健康が増進す

るものではありません。一日の

摂取目安量を守ってください。

パントテン酸 パントテン酸は、皮膚や粘膜の

健康維持を助ける栄養素です。

〃 

ビオチン ビオチンは、皮膚や粘膜の健康

維持を助ける栄養素です。 

〃 

ビタミンＡ 

注） 

ビタミンＡは、夜間の視力の維

持を助ける栄養素です。 

ビタミンＡは、皮膚や粘膜の健

〃 

妊娠３ヶ月以内又は妊娠を希

望する女性は過剰摂取になら



 

 

康維持を助ける栄養素です。 ないよう注意してください。 

ビタミンＢ１ ビタミンＢ１は、炭水化物から

のエネルギー産生と皮膚や粘

膜の健康維持を助ける栄養素

です。 

本品は、多量摂取により疾病が

治癒したり、より健康が増進す

るものではありません。一日の

摂取目安量を守ってください。

ビタミンＢ２ ビタミンＢ２は、皮膚や粘膜の

健康維持を助ける栄養素です。

〃 

ビタミンＢ６ ビタミンＢ６は、たんぱく質か

らのエネルギー産生と皮膚や

粘膜の健康維持を助ける栄養

素です。 

〃 

ビタミンＢ１２ ビタミンＢ１２は、赤血球の形成

を助ける栄養素です。 

〃 

ビタミンＣ ビタミンＣは、皮膚や粘膜の健

康維持を助けるとともに、抗酸

化作用を持つ栄養素です。 

〃 

ビタミンＤ ビタミンＤは、腸管でのカルシ

ウムの吸収を促進し、骨の形成

を助ける栄養素です。 

〃 

ビタミンＥ ビタミンＥは、抗酸化作用によ

り、体内の脂質を酸化から守

り、細胞の健康維持を助ける栄

養素です。 

〃 

葉 酸 葉酸は、赤血球の形成を助ける

栄養素です。 

葉酸は、胎児の正常な発育に寄

与する栄養素です。 

〃 

本品は、胎児の正常な発育に寄

与する栄養素ですが、多量摂取

により胎児の発育が良くなる

ものではありません。 

 注）ビタミンＡの前駆体であるβ－カロテンについては、ビタミンＡと同様

の栄養機能表示を認める。この場合、「妊娠３ヶ月以内又は妊娠を希望する女性

は過剰摂取にならないよう注意して下さい。」旨の注意喚起表示は、不要とする。 

④ 一日当たりの摂取目安量 

 過剰摂取障害の防止の観点から、次のように、消費者が簡単に理解できる

ような表示にすること。 

 「一日当たり 1 本を目安にお飲み下さい。」、「一日当たり２個を目安にお食

べ下さい。」、「一日当たり２～４粒を目安にお召し上がり下さい。」 



 

 

 なお、一日当たりの摂取目安量を幅で示した場合には、当該食品により摂

取が見込まれる栄養成分量は幅で示されることになることから、機能表示成

分の栄養素等表示基準値に対する割合も幅を用いて示すこと。 

⑤ 一日当たりの摂取目安量に含まれる機能表示成分の量が栄養素等表示基準値

に占める割合 

 一日当たりの摂取目安量に含まれる機能表示成分の量が、「「日本人の食事摂

取基準（２００５年版）」の策定に伴う食品衛生法施行規則の一部改正等につい

て」（平成１７年７月１日付け食安発第０７０１００６号厚生労働省医薬食品局

食品安全部長通知）第１において示す栄養素等表示基準値に占める割合を、百分

率又は割合で表示すること。 

 なお、商品の摂取対象が限定されている場合等には、「日本人の食事摂取基準

（２００５年版）」の対応する対象年齢の数値を用いても構わないこと。その際

には、「日本人の食事摂取基準（２００５年版）」のどの対象年齢と比較したの

か明確に理解できるよう記載すること。 

⑥ バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言 

 「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示する

こと。 

⑦ 厚生労働大臣による個別審査を受けたものではない旨 

 

４ 表示禁止事項について 

栄養機能食品にあっては、次に掲げる表示をしてはならないこと（省令第２

１条第１項第３号及び栄養表示基準第３条第３項）。 

① 厚生労働大臣が定める基準に係る栄養成分以外の成分の機能の表示 

② 特定の保健の目的が期待できる旨の表示 



 

 

（別添２） 

１ 適用の範囲について 

(1) 栄養表示等の範囲 

① 次に掲げる表示をしようとする者及び当該表示がなされたものを輸入

する者は、健康増進法（平成１４年法律第１０３号。以下「法」とい

う。）第３１条第１項に規定する「販売に供する食品（特別用途食品を

除く。）につき、栄養成分（厚生労働省令で定めるものに限る。）又は

熱量に関する表示をしようとする者及び本邦において販売に供する食

品であって栄養表示がなされたもの（法第２９条の承認に係る食品を

除く。）を輸入する者」には該当しないものであること。（法第３１条

第１項） 

ア 原材料名としての栄養成分名のみの表示 

イ 「ビタミン飴」、「ミネラルウォーター」のように品名の中に一般名

称として、栄養成分名のみが表示される表示 

ウ 他の法律により義務づけられた栄養成分名の表示（主要食糧の需給

及び価格の安定に関する法律（平成６年法律第１１３号）により、

登録出荷取扱業者、登録卸売業者及び登録小売業者が、その遵守す

べき事項に従い、袋詰精米に、ビタミン強化米等の混入物の名称、

重量等を記載する場合を含む。） 

エ 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和２５年

法律第１７５号）に基づく表示 

② 栄養表示基準が適用される栄養表示とは、邦文によるものであること

（栄養表示基準第１条）。ただし、全体として邦文表示を行っていて、

栄養表示基準に適合しない強調表示のみを邦文以外で行うこと等は適

当でないこと。 

③ 栄養表示基準が適用される栄養表示とは、健康増進法施行規則（平成

１５年厚生労働省令第８６号）第１６条に規定する栄養成分及び熱量

そのものを表示する場合はもちろんのこと、その総称（ミネラル、ビ

タミンなど）、その種類である栄養成分（脂質における不飽和脂肪酸、

炭水化物における食物繊維など）、別名称（プロテイン、ファットなど）、

その構成成分（たんぱく質におけるアミノ酸など）、前駆体（β－カロ

テンなど）その他これらを示唆する一切の表現（果実繊維、カルシウ

ムイオンなど）が含まれた表示をいうものであること。 

④ 「うす塩味」、「甘さひかえめ」など味覚に関する表示は、栄養表示で

はないので栄養表示基準の適用対象にはならないものであること。 

   なお、「あま塩」、「うす塩」、「あさ塩」などの表示は、栄養表示とし



 

 

て適用対象となるものであること。 

(2) その他 

① 店頭で表示されるポップやポスターなど、食品の容器包装及び添付文

書以外のものに栄養表示する場合は、栄養表示基準は適用されないも

のであること。（法第３１条第１項ただし書） 

② 販売に供する食品のうち、専ら食品衛生法（昭和２２年法律第２３３

号）第４条第８項に規定する営業者が購入し、又は使用するものにつ

いては、栄養表示基準は適用されないものであること。（栄養表示基準

第１条） 

   なお、学校給食や病院給食等への販売に供する食品については、学

校及び病院等はこの営業者ではないので、栄養表示基準が適用される

ものであること。 

③ 生鮮食品については、基本的に栄養表示基準の適用対象外とされたが、

鶏卵については、特定の栄養成分を使用し、通常のものに比べて、栄

養成分に変化を生じさせ、その旨を強調した、いわゆる特殊卵が流通、

販売されている実態にかんがみ、栄養表示基準の適用対象とされたも

のであること。（栄養表示基準第１条） 

④ 栄養成分が添加されたものでなく、天然に含まれる栄養成分について

表示した場合も栄養表示基準の対象となるものであること。 

 

２ 表示事項について 

(1) 法第３１条第２項第１号の食品の栄養成分量及び熱量に関し表示すべ

き事項（以下「一般表示事項」という。）は、次のとおりである。 

① 当該食品の販売される状態における可食部分の１００ｇ若しくは１０

０ml 又は１食分、１包装その他の１単位（以下「食品単位」という。）

当たりのたんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの量及び熱量並び

に表示しようとする栄養成分（以下「表示栄養成分」という。）の量（栄

養表示基準第２条第１号及び第２号）。この場合、栄養成分量、熱量及

び食品単位は、販売される状態における可食部分で表示すること。水

等を加えることによって、販売時と摂食時で重量に変化があるもの（粉

末ジュース、粉末スープ、米、小麦粉、乾めん、マーボ豆腐の素等）

においても販売時の栄養成分量及び熱量で表示すること。 

② 栄養機能食品（食生活において栄養表示基準別表第１の第１欄に掲げ

る栄養成分の補給を目的として摂取をする者に対し、当該栄養成分を

含むものとして、基準に従って当該栄養成分の機能の表示をするもの）

にあっては、一般表示事項以外に次の事項を表示すること。（栄養表示



 

 

基準第２条第２項） 

ア 栄養機能食品である旨 

イ 栄養成分の名称及び機能 

ウ 一日当たりの摂取目安量 

エ 摂取の方法及び摂取する上での注意事項 

オ 一日当たりの摂取目安量に含まれる機能の表示を行う栄養成分の量

の栄養素等表示基準値（「「日本人の食事摂取基準（２００５年版）」

の策定に伴う食品衛生法施行規則の一部改正等について」（平成１７

年７月１日付け食安発第０７０１００６号厚生労働省医薬食品局食

品安全部長通知）第１において示されている栄養素等表示基準値）

に占める割合 

カ 調理又は保存の方法に関し注意を必要とするものはその注意事項 

キ バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言として、「食生活は、

主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」の表示 

ク 本品は、特定保健用食品と異なり、厚生労働大臣による個別審査を

受けたものでない旨 

③ 食品単位。食品単位を１食分とする場合は、当該１食分の量を併せて

表示すること（栄養表示基準第２条第１項第３号及び第４号）。この場

合の１食分の量は、通常人が当該食品を１回に摂食する量として、営

業者等が定めた量とするものであること。 

(2) 炭水化物の表示が原則であるが、炭水化物に代えて糖質及び食物繊維を

もって表示することができる。（栄養表示基準第４条） 

 

３ 表示の方法について 

(1) 表示に当たっては、邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用

する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に記載すること。

また添付文書に記載する場合以外は、容器包装を開かないでも見える場所

に読みやすく記載すること。（栄養表示基準第３条第１項第１号から第３

号まで） 

(2) 表示の順序については、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウ

ム及び表示栄養成分の順とすること。（栄養表示基準第３条第１項第４号） 

(3) 表示に用いる名称は、熱量にあっては、「エネルギー」、たんぱく質にあ

っては、「蛋白質」「たん白質」「タンパク質」「たんぱく」「タンパク」、ナ

トリウムにあっては、「Ｎa」、カルシウムにあっては、「Ｃa」、鉄にあって

は、「Ｆe」、ビタミンＡにあっては、「ＶＡ」（その他のビタミンも同様）

と表示することができるものであること。 



 

 

(4) 含有量の表示は、食品単位当たりの栄養成分量及び熱量を、次の単位に

よる一定値又は下限値及び上限値で記載すること。（栄養表示基準第３条

第１項第４号及び第５号、別表第１並びに別表第２） 

ア たんぱく質  ｇ又はグラム 

イ 脂質  ｇ又はグラム 

ウ 飽和脂肪酸  ｇ又はグラム 

エ コレステロール  mg 又はミリグラム 

オ 炭水化物  ｇ又はグラム 

カ 糖類（単糖類又は二糖類であって、糖アルコールは除く。）  ｇ又

はグラム 

キ 食物繊維  ｇ又はグラム 

ク 亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム及びナトリウム  mg 又

はミリグラム 

  ただし、ナトリウムについて１,０００mg 以上の場合にあってはｇ又

はグラムとすることができる。 

ケ ビタミンＡ及びビタミンＤ  μg 若しくはマイクログラム又は IU

若しくは国際単位 

  ビタミンＥ  mg 又はミリグラム 

  ナイアシン、パントテン酸、ビタミンＢ１、ビタミンＢ２、ビタミ

ンＢ６及びビタミンＣ  mg 又はミリグラム 

  ビオチン、ビタミンＢ１２及び葉酸  μg 又はマイクログラム 

コ 熱量  kcal 又はキロカロリー 

(5) 一定値を記載する場合は、栄養表示基準別表第２の分析方法による分析

を基準として次の誤差の許容範囲内であること。また、下限値及び上限値

を記載する場合は、分析値がその範囲内であること。（栄養表示基準第３

条第１項第６号及び別表第２） 

ア 熱量、たんぱく質、脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、炭水化物、

糖類、食物繊維及びナトリウム：－２０％～＋２０％ 

イ 亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、ビタミンＡ、ビタミン

Ｄ及びビタミンＥ：－２０％～＋５０％ 

ウ ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンＢ１、ビタミンＢ

２、ビタミンＢ６、ビタミンＢ１２、ビタミンＣ及び葉酸：－２０％

～＋８０％ 

(6) 表示された含有量については、当該食品の消費期限又は品質保持期限の

期間中、一定値をもって表示されている場合は、誤差の許容範囲内、また、

下限値及び上限値で表示されている場合は、その幅の中に含まれていなけ



 

 

ればならないものであること。 

(7) 含有量の有効数字や数値の丸め方については、基準を設けないものであ

ること。 

材料のバラツキ、掲示変化等を考慮して、一定値をもって表示されてい

る場合は、誤差の許容範囲、また、下限値及び上限値で表示されている場

合は、その幅の中に含まれていることが重要であること。 

(8) 次の場合は、０と表示することができること。（栄養表示基準第３条第

１項第６号ただし書及び別表第２） 

① たんぱく質、脂質及び炭水化物については、１００ｇ（ml）当たり０.

５ｇ未満の場合 

② 飽和脂肪酸については、１００ｇ（ml）当たり０.１ｇ未満の場合 

③ コレステロールについては、１００ｇ（ml）当たり５mg 未満の場合 

④ 糖類については、１００ｇ（ml）当たり０.５ｇ未満の場合 

⑤ ナトリウムについては、１００ｇ（ml）当たり５mg 未満の場合 

⑥ 熱量について１００ｇ（ml）当たり５kcal 未満の場合 

(9) 栄養機能食品における栄養成分の機能の表示及び摂取をする上での注

意事項の表示は、栄養表示基準別表第１の第２欄及び第４欄の基準量を満

たす栄養成分について、それぞれ当該栄養成分に対応する第３欄及び第５

欄に掲げる表示事項を記載して行うこと。表示内容の主旨が同じものであ

っても栄養表示基準で定める表示内容以外の記載は認められないこと。 

なお、栄養成分によっては、表示事項が同一の場合があるが、その際に

は、栄養成分の表示事項を次のようにまとめて記載することを認めるもの

であること。 

(例) ナイアシン、ビオチン及びビタミンＢ２は、皮膚や粘膜の健康維持

を助ける栄養素です。 

(10)  栄養機能食品における栄養成分の名称の表示は、栄養機能食品である

旨の表示に続けてかっこ書きで表示するものとし、「栄養機能食品（ビタ

ミンＡ）」等とすること。 

なお、複数の栄養成分について機能の表示をする場合は、「栄養機能食

品（ビタミンＣ・ビタミンＥ）」等と表示すること。４つ以上の栄養成分

について機能の表示をする場合は、そのうち任意の３つを表示すれば足り

る。 

(11)  栄養機能食品にあっては、次に掲げる表示をしてはならないこと（栄

養表示基準第３条第３項）。 

① 厚生労働大臣が定める基準に係る栄養成分以外の成分の機能の表示 

② 特定の保健の目的が期待できる旨の表示 



 

 

(12) 含有量が０の場合であるものについても表示事項の省略はできないも

のであること。ただし、複数の表示事項が０である場合は、例えば、「た

んぱく質と脂質が０」というように一括して表示することができるもの

であること（栄養表示基準第３条第２項）。 

(13)  表示事項は、原則として、８ポイント以上の活字をもって記載するこ

と。ただし、容器包装又は包装の表示面積が１５０ｃ㎡以下の場合にあ

っては、５.５ポイント以上の活字で記載すること。 

なお、表示面積が小さい場合であっても、表示事項を省略することは

できないものであること。 

(14) 含有量の表示に際しては、必ず分析を行わなければならないものでは

なく、結果として表示された含有量が正確な値であれば表示基準違反に

はならないこと。 

(15) 宅配牛乳等同一の食品が継続的に同一人に販売されるものであって、

容器包装に表示することが困難なものについては、商品の販売に伴って

定期的に同一人に提供される文書に必要な栄養表示を行うことによって

これに代えることができるものであること。 

(16) セットで販売され、通常一緒に食される食品（即席めんなどにおける

めん、かやく、スープの素、ハンバーグセットにおけるハンバーグとソ

ース等）の表示については、セット合計の含有量を表示すること。これ

に併せて、セットを構成する個々の食品についても、含有量を表示する

ことは差し支えないこと。 

(17) 炭水化物に代えて糖質及び食物繊維の表示を行う場合、(2)、(4)、(5)

及び(8)中「炭水化物」とあるのは「糖質及び食物繊維」とする。 

 

４ 強調表示基準の適用の範囲について 

(1) 栄養表示基準において、栄養表示基準第５条から第１１条までの遵守す

べき事項（以下「強調表示基準」という。）が適用される表示は、次のと

おりであること。 

① 別紙１の表に掲げる栄養成分についての補給ができる旨の表示。従っ

て、これら以外の栄養成分についての補給ができる旨の表示は、強調

表示基準は適用されない。 

② 別紙２の表に掲げる栄養成分及び熱量についての適切な摂取ができる

旨の表示。従って、これら以外の栄養成分についての適切な摂取がで

きる旨の表示は、強調表示基準は適用されない。 

(2) 強調表示基準が適用されるか否かに関わらず、一般表示事項は表示しな

ければならないものであること。 



 

 

(3) 強調表示基準については、誤差の範囲は認められないが、増量（割合）

又は低減量（割合）の表示値は、分析値以下であればよいものであること

（栄養表示基準第７条第４項第２号、第１０条第４項）。 

(4) 強調表示基準は、当該食品の販売時における重量等で適用されるもので

あること。すなわち、水等を加えることによって、販売時と摂食時で重量

等に変化があるもの（粉末ジュース、粉末スープ、米、小麦粉、乾めん、

マーボ豆腐の素等）においても販売時の重量等で適用されるものであるこ

と。 

(5) 子どもを対象とした食品であっても一般の食品と同じ強調表示基準が

適用されるものであること。 

 

５ 補給ができる旨の表示について 

(1) 法第３１条第２項第２号に規定する補給ができる旨の表示とは、高い旨

の表示、含む旨の表示及び強化された旨の表示をいうものであること。 

(2) 高い旨の表示とは、補給ができる旨の表示のうち含む旨の表示及び強化

された旨の表示にあたらないものであり、具体的には「高」、「多」、「豊富」

その他これに類する表示をいうものであること（栄養表示基準第５条第１

項）。 

(3) 高い旨の表示をする場合は、別表第１の分析方法による栄養成分量が別

紙１の表の第１欄の基準値以上であること（栄養表示基準第５条第１項及

び第２項）。 

(4) 高い旨の表示は、当該栄養成分を強化していなくても、その食品本来の

性質として基準を満たしていれば行うことができるが、例えば、単に「高

たんぱく質チーズ」と表示するなど、当該チーズが他のチーズに比べて、

たんぱく質が多いという誤解を招くような表示は適当ではないので、「チ

ーズは高たんぱく質食品です。」というような表示をするよう指導された

いこと。 

(5) 含む旨の表示とは、「源」、「供給」、「含有」、「入り」、「使用」、「添加」

その他これに類する表示をいうものであること（栄養表示基準第６条第１

項）。 

(6) 含む旨の表示をする場合は、別表第２の分析方法による栄養成分量が別

紙１の表の第２欄の基準値以上であること（栄養表示基準第６条第１項及

び第２項）。 

 

６ 適切な摂取ができる旨の表示について 

(1) 法第３１条第２項第３号に規定する適切な摂取ができる旨の表示とは、



 

 

含まない旨の表示、低い旨の表示及び低減された旨の表示をいうものであ

ること。 

(2) 含まない旨の表示とは、「無」、「ゼロ」、「ノン」その他これに類する表

示をいうものであり、「不使用」、「無添加」は該当しないものであること

（栄養表示基準第８条第１項）。 

(3) 含まない旨の表示をする場合は、別表第２の分析方法による栄養成分量

又は熱量が別紙２の表の第１欄の基準値に満たないこと（栄養表示基準第

８条第１項及び第２項）。 

(4) 「ノンシュガー」、「シュガーレス」という表示は、糖類に係る含まない

旨の表示の基準が適用されるものであること（栄養表示基準第８条）。 

(5) 「砂糖不使用」の表示については、強調表示基準は適用されないもので

あること。ただし、砂糖の表示は栄養成分に関する表示には該当するので、

一般表示事項の表示は必要であり、その際、表示栄養成分量としてはショ

糖の量を記載すること。 

なお、砂糖を原料として使用していなければ、その食品本来の成分と

してショ糖が含まれていたり、他の糖類を使用していても「砂糖不使用」

と表示することは、栄養表示基準による規制はないものであること。 

(6) 「食塩無添加」の表示についても、同様に強調表示基準は適用されない

ものであるが、一般の表示事項は必要であること。 

なお、その食品本来の成分としてナトリウムが含まれていても食塩無

添加表示をしても差し支えないものであるが、従来、ナトリウムに代えて

食塩で栄養指導が行われてきた経緯等に鑑み、食塩以外の形であってもナ

トリウムを添加していれば、食塩無添加の表示は行わないこと。 

(7) 低い旨の表示とは、「低」、「ひかえめ」、「少」、「ライト」、「ダイエット」

その他これに類する表示をいうものであること（栄養表示基準第９条第１

項）。 

(8) 低い旨の表示をする場合は、別表第２の分析方法による栄養成分量又は

熱量が別紙２の表の第２欄の基準値以下であること（栄養表示基準第９条

第１項及び第２項）。 

(9) 適切な摂取ができる旨の表示の基準が適用される栄養成分及び熱量は、

あくまで「国民の栄養摂取状況からみて、その過剰な摂取が国民の健康の

保持増進に影響を与えている」（法第３１条第２項第２号）ものであって、

そもそも栄養成分や熱量である以上、エネルギーを供給し、又は生命の維

持・成長に必要不可欠なものであり、本来、有害な成分でないことは当然

であること。 

(10) ドレッシングタイプ調味料（いわゆるノンオイルドレッシング）の取扱



 

 

いについては、当分の間、栄養表示基準別表第４備考によることとするが、

ノンオイルドレッシングのうち別表第４備考の基準値（３ｇ／１００ｇ未

満）は満たすものの、別表第４の基準値（０.５ｇ／１００ｇ未満）を超

えるものにあっては、消費者に適切な情報提供を図るため、原材料として

食用油脂を使用していない旨及び当該食品の脂質量の由来を明らかにす

る旨の表示を行うよう努めること。 

 

７ 相対表示について 

(1) 相対表示には、強化された旨の表示及び低減された旨の表示があること。 

(2) 強化された旨の表示は、他の食品と比べて栄養成分量が強化された旨の

表示であること（栄養表示基準第７条第１項）。比較対象食品名及び増加

量又は割合を記載せずに、単に「高」等の表示がされた場合は、強化され

た旨の表示ではなく、高い旨の表示となること。 

(3) 強化された旨の表示をする場合は、別表第２の分析方法による当該栄養

成分の増加量が別紙１の表の第２欄の基準値以上であること（栄養表示基

準第７条第１項及び第２項）。 

この場合は、一般表示事項に準ずる方法により比較対象食品名及び増

加量又は割合を表示すること。また、増加量又は割合の表示値は別表第２

の分析方法による分析値以下であること。栄養表示基準第７条第１項及び

第４項） 

(4) 低減された旨の表示は、他の食品と比べて栄養成分量が低減された旨の

表示であること（栄養表示基準第１０条第１項）。比較対象食品及び低減

量又は割合を記載せずに単に「低」等の表示がなされた場合は、低減され

た旨の表示ではなく低い旨の表示となること。 

(5) 「減塩」や「食塩○○％カット」という表示は、ナトリウムに係る低減

された旨の表示の基準が適用されるものであること。 

(6) 低減された旨の表示をする場合は、別表第２の分析方法による当該栄養

成分の低減量が別紙２の表の第２欄の基準値以上であること（栄養表示基

準第１０条第１項及び第２項）。 

この場合、一般表示事項に準ずる方法により比較対照する食品名及び

低減量又は割合を表示すること。また、低減量又は割合の表示値は別表第

１の分析方法による分析値以下であること（栄養表示基準第１０条第３項

及び第４項）。さらに、しょうゆのナトリウムについて、表示する場合に

は、同種の標準的なしょうゆに比べて低減割合が２０％以上であること。

（栄養表示基準第１１条） 

(7) 比較対象食品名は、「自社従来品○○○」「５訂日本食品標準成分表○○



 

 

○」「コーヒー飲料標準品」等当該食品を特定するために必要な事項を記

載すること（栄養表示基準第７条第３項第１号、第１０条第３項第１号）。 

(8) 比較対象食品名及び増加（低減）量又は割合は、相対表示と近接した場

所に記載すること。ただし、比較対象食品が全く同種の食品である場合は、

比較対象食品名の記載は、近接した場所でなくてもよいこと。 

(9) 比較対象食品は、全く同種の食品でなくても、例えばバターとマーガリ

ンを比較する等も可能であるが、次の場合は不適当であること。 

① 比較対象食品の当該栄養成分が一般流通品と比べて高く、「低減された

旨」の表示を行った食品の当該栄養成分が一般流通品と比較して大差

ない場合。 

② 比較対象食品の流通がかなり以前に終了している等、事実上比較が不可

能な場合。 

(10) 増加（低減）割合の基準は、しょうゆのナトリウムについてのみ定めた

が、今後、実態を調査して他の食品の他の栄養成分についても定める予定

であること。 

 

８ その他 

(1) 平成１７年２月１日から適用される栄養機能食品の表示に係る規定に

関する経過措置は、平成１８年３月３１日までに製造され、加工され、又

は輸入される栄養機能食品の表示について適用されるものであること。

（栄養表示基準の一部を改正する件（平成１７年厚生労働省告示第１６

号）制定文） 

(2) 都道府県等は、経過措置期間においては、関係業者に対し、特に制度の

円滑な実施のため、改正内容の周知徹底に努められたいこと。 

また、指導に当たっては、平成１８年３月３１日までの間は、経過措置

期間中であるので、改正前に既に商品の企画、開発がなされたものについ

て、十分配慮すること。 

なお、経過措置が適用された食品が、経過措置期間終了後である平成１

８年４月１日以降市場に滞流していても、栄養表示基準違反となるもので

はないこと。 

(3)  平成１７年７月１日から適用される栄養表示基準の改正に関する経過措

置は、当該改正前の栄養表示基準に従って表示をする食品で、平成１８年１

２月３１日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示について

適用されるものであること。（栄養表示基準の一部を改正する件（平成１７

年厚生労働省告示第３１０号）制定文） 

(4) 都道府県等は、平成１８年１２月３１日までの経過措置期間においては、



 

 

関係業者に対し、制度の円滑な実施のため、改正内容の周知徹底に一層努

められたいこと。 

また、指導に当たっては、平成１８年１２月３１日までの間は、経過措

置期間中であるので、改正前に商品の企画、開発がなされたものについて、

十分配慮すること。 

なお、平成１８年１２月３１日までの経過措置期間中に製造等された食

品が、経過措置期間終了後である平成１９年１月１日以降市場に滞流して

いても、栄養表示基準違反となるものではないこと。 

(5)  栄養表示基準に従った表示をしない者があるときは、厚生労働大臣が、

その者に対し、栄養表示基準に従い必要な表示をすべき旨の勧告をするこ

とができるものであること。また、この勧告を受けた者が、正当な理由な

く勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、勧告に係る措置

をとるべきことを命ずることができるものであること（法第３２条第１項

及び第２項）。 

(6) 特別用途食品は、厚生労働大臣の許可を受けて適正な栄養表示をしてい

るので、法律上栄養表示基準は適用されないものであること。 



 

 

別紙１ 

補給ができる旨の表示について遵守すべき基準値一覧 

［第１欄］ 

高い旨の表示をする場合は、

次のいずれかの基準値以上で

あること 

［第２欄］ 

含む旨又は強化された旨の表

示をする場合は、次のいずれ

かの基準値以上であること 

栄養成分 

食品 100ｇ当たり 

（ ）内は、一般

に飲用に供する液

状の食品 100ml 当

たりの場合 

100kcal

当たり 

食品 100ｇ当たり 

（ ）内は、一般

に飲用に供する液

状の食品 100ml 当

たりの場合 

100kcal

当たり 

たんぱく質 

食物繊維 

亜鉛 

カルシウム 

鉄 

銅 

マグネシウム 

ナイアシン 

パントテン酸 

ビオチン 

ビタミンＡ 

ビタミンＢ１ 

ビタミンＢ２ 

ビタミンＢ６ 

ビタミンＢ12 

ビタミンＣ 

ビタミンＤ 

ビタミンＥ 

葉 酸 

15ｇ（7.5ｇ） 

６ｇ（３ｇ） 

2.10mg（1.05mg）

210mg（105mg） 

2.25mg（1.13mg）

0.18mg（0.09mg）

75mg（38mg） 

3.3mg（1.7mg） 

1.65mg（0.83mg）

14μg（6.8μg）

135μg（68μg）

0.30mg（0.15mg）

0.33mg（0.17mg）

0.30mg（0.15mg）

0.60μg（0.30μg）

24mg（12mg） 

1.50μg（0.75μg）

2.4mg（1.2mg） 

60μg（30μg） 

7.5ｇ 

３ｇ 

0.70mg 

70mg 

0.75mg 

0.06mg 

25mg 

1.1mg 

0.55mg 

4.5μg 

45μg 

0.10mg 

0.11mg 

0.10mg 

0.20μg 

8mg 

0.50μg 

0.8mg 

20μg 

7.5ｇ（3.8ｇ） 

３ｇ（1.5g） 

1.05mg（0.53mg） 

105mg（53mg） 

1.13mg（0.56mg） 

0.09mg（0.05mg） 

38mg（19mg） 

1.7mg（0.8mg） 

0.83mg（0.41mg） 

6.8μg（3.4μg） 

68μg（34μg） 

0.15mg（0.08mg） 

0.17mg（0.08mg） 

0.15mg（0.08mg） 

0.30μg（0.15μg） 

12mg（６mg） 

0.75μg（0.38μg） 

1.2mg（0.6mg） 

30μg（15μg） 

3.8ｇ 

1.5ｇ 

0.35mg 

35mg 

0.38mg 

0.03mg 

13mg 

0.6mg 

0.28mg 

2.3μg 

23μg 

0.05mg 

0.06mg 

0.05mg 

0.10μg

４mg 

0.25μg

0.4mg 

10μg 

 



 

 

別紙２ 

適切な摂取ができる旨の表示について遵守すべき基準値一覧 

［第１欄］ 

含まない旨の表示は次の基準

値に満たないこと 

［第２欄］ 

低い旨の表示は次の基準値以

下であること 

栄養成分 

食品 100ｇ当たり 

（ ）内は、一般に飲用に供

する液状の食品 100ｍｌ当た

りの場合 

食品 100ｇ当たり 

（ ）内は、一般に飲用に供

する液状の食品 100ｍｌ当た

りの場合 

熱  量 ５kcal（５kcal） 40 kcal（20 kcal） 

脂  質 0.5ｇ（0.5ｇ） ３ｇ（1.5ｇ） 

飽和脂肪酸 0.1ｇ（0.1ｇ） 1. 5ｇ（0.75ｇ） 

かつ飽和脂肪酸由来エネルギ

ーが全エネルギーの 10％ 

コレステロール ５mg（５mg） 

かつ飽和脂肪酸の含有量* 

1.5ｇ（0.75ｇ） 

かつ飽和脂肪酸のエネルギー

量が 10％* 

「＊」は、１食分の量を 15ｇ

以下と表示するものであって

当該食品中の脂質の量のうち

飽和脂肪酸の含有割合が15％

以下で構成されているものを

除く 

20mg（10mg） 

かつ飽和脂肪酸の含有量* 

1.5ｇ（0.75ｇ） 

かつ飽和脂肪酸のエネルギー

量が 10％* 

「＊」は、１食分の量を 15ｇ

以下と表示するものであって

当該食品中の脂質の量のうち

飽和脂肪酸の含有割合が15％

以下で構成されているものを

除く 

糖  類 0.5ｇ（0.5ｇ） ５ｇ（2.5ｇ） 

ナトリウム ５mg（５mg） 120mg（120mg） 

(注) ドレッシングタイプ調味料(いわゆるノンオイルドレッシ

ング)について、脂質の含まない旨の表示については「0.5g」を、

当分の間「３g」とする。 

本表は栄養表示基準別表第４及び第５を整理したものである。 

 


